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序     文 
 

 日本国政府は、マリ共和国政府の要請に基づき、同国のセグー地方南部砂漠化防止計画に係る

実施調査を行うことを決定し、国際協力事業団がこの調査を実施することとなりました。 

 当事業団は、本格調査に先立ち、本調査の円滑かつ効果的な実施を図るため、平成11年11月24

日から平成11年12月８日までの15日間にわたり、国際協力事業団農林水産開発調査部部長 西牧

隆壯を団長とする事前調査団を現地に派遣し、マリ共和国政府関係者との協議並びに現地踏査を

行い、本格調査に関する実施細則（Ｓ／Ｗ）に署名しました。 

 本報告書は、本格調査実施に向け、参考資料として広く関係者に活用されることを願い、取り

まとめたものです。 

 終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

   平成12年１月 

 

                      国際協力事業団 
                   理 事  後 藤   洋 
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第１章 調査の概要 
 

１－１ 調査目的 

 本調査の要請背景と内容の確認を行うとともに、我が国の協力の調査範囲、目的、日程、調査

方向を明らかにすることを目的として協議を行う。また、Ｓ／Ｗ協議の際に明確にする項目を確

認しマリ国と議事録（Ｓ／Ｗ、Ｍ／Ｍ）の署名を行う。 

 

１－２ 調査団の構成 

調査団員氏名 担当業務 所  属 

西牧隆壯 
NISHIMAKI 
Ryuzô 
 
 

総括 
Leader 
 
 
 

国際協力事業団農林水産開発調査部長 
Managing Director 
Agriculture, Forestry and Fisheries Development Study 
Department 
Japan International Cooperation Agenc(JICA) 

宮崎 且 
MIYAZAKI 
Akira 
 

農業農村基盤 
Agriculture and 
Rural Infrastructure 

農林水産省構造改善局総務課課課長補佐 
Deputy Director, Administration Division 
Agricultural Structure Improvement Bureau 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

福田庄二郎 
FUKUDA 
Shôjirô 
 

農業 
Agriculture 
 
 

農林水産省農産園芸局企画係長 
Chief, Foreign Cooperation Section, Crop Production 
Division, Agricultural Production Bureau 
Ministry of Agricultural, Forestry and Fisheries 

大沢英生 
OSAWA 
Hideo 
 
 

調査企画 
Project Planning 
 
 
 

国際協力事業団農林水産開発調査部計画課課長代理 
Deputy Director, Planning Division 
Agriculture, Forestry and Fisheries Development Study 
Department 
Japan International Cooperation Agency (JICA) 

岡田 登 
OKADA 
Noboru 

通訳 
Interpreter 
 

(財)日本国際協力センター 
Japan International Cooperation Center (JICE) 
 

 

１－３ 調査日程 

日 
順 

月 
日 

曜 
日 調査行程・調査内容 宿泊地 備考 

１ 11／24 水 東京（JL405LV.11：00）→→（AR.15：40）パリ パリ  

２ 11／25 木 パリ（AF718LV.16：30）→ダカール（AR.21：20） ダカール  

３ 11／26 金 
ENDA（NGO）農業プロジェクト視察 
日本大使館表敬 
JICA事務所打合せ 

〃  

４ 11／27 土 
ダカール中央魚市場視察、野菜市場視察 
JICA事務所打合せ 
ダカール（RK866LV.20：45）→バマコ（AR.22：35） 

バマコ  
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日 
順 

月 
日 

曜 
日 調査行程・調査内容 宿泊地 備考 

５ 11／28 日 団内打合せ 調査用車両調達、土木工事に係る資料収集 バマコ  

６ 11／29 月 農村開発水省水利局表敬及びＳ／Ｗ協議 〃  

７ 11／30 火 セグーへ移動 緑資源公団実証調査の現地視察 セグー  

８ 12／01 水 チンザナ農業研究所視察 セグー南部地域の現地調査 〃  

９ 12／02 木 

セグー地方局打合せ 
バマコへ移動 
外務省在外マリ人省表敬 
水利局Ｓ／Ｗ・Ｍ／Ｍ協議 

バマコ  

10 12／03 金 
水利局Ｓ／Ｗ・Ｍ／Ｍ協議、質問票回答 
ヒアリング 
計画省統計局資料収集 

〃  

11 12／04 土 バギンダ農業開発プロジェクト視察 〃  

12 12／05 日 団員打合せ・資料収集 〃  

13 12／06 月 Ｓ／Ｗ・Ｍ／Ｍ署名 バマコ（JL406LV.17：55）→ 機中  

14 12／07 火 →パリ（AV.5：45） 
パリ（JL406LV.17：55）→ 機中  

15 12／08 水 →東京（AR.13：45）   

 

１－４ 訪問先及び面会者 

 (1) セネガル国 

   1）在セネガル日本大使館 

    河村悦孝  特命全権大使 

    神山    医務官 

    星野    二等書記官 

    島崎和久  二等書記官 

   2）JICAセネガル事務所 

    黒川恒男  所長 

    内島    所員 

    青木協太  所員 

   3）ENDA（NGO）農業プロジェクト 

    Mr. Tthierno Bal Seck 

   4）ダカール中央魚市場 

    ディオップ 場長 
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 (2) マリ国 

   1）農村開発水省 水利局 

    Mr. Harimakan KEITA Director, National Hydraulic Department 

    Mr. Souleymane SIDIBE  Deputy Director, National Hydraulic Department 

    Mr. Dotinan DIARRA  Division Chief of Hydraulic Improvement, National  

     Hydraulic Department 

    Mr. Sekou HAIDARA Chief of the Study Technology Development against  

     Desertification Project, National Hydraulic Department 

   2）外務・在外マリ人省 

    Mr. Mamady TRAORE Director, Department of International Cooperation  

    Mrs. TRAORE Rokiatou GUIKINE Deputy Director, Department of International  

     Cooperation  

    Mr.Tigue GUIROU Officer in charge of Japan, Department of International 

     Cooperation 

   3）在マリ国領事館 

    Mr. Jean AZAR 名誉総領事 

   4）鉱山・エネルギー省 地質鉱山局 

    崎元雄厚 JICA専門家 

   5）緑資源公団実証調査 

    Mr. Bamoye Mahamern TOURE Collection Information and Coodinator 

   6）チンザナ農業研究所 

    Mr. Lassara TOURE 所長 

   7）セグー地方支局 

    Dr. Amadou DIALLO 農村設備整備支局長 

    Dr. Mamadou OUATTARA 農村開発監視局長 

    Mr.Nafiengue GOITA 自然保護支局長 

    Mr. Allader Amadou BEUA 自然保護局 

   8）バギンダ農業開発プロジェクト 

    Mr. Dasse BOUARE  バギンダかんがい地域公社所長  

    Mr. Boua SAMAKE バギンダかんがい地域公社開発維持管理課長  
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第２章 協議の概要 
 

２－１ Ｓ／Ｗ協議概要 

 Ｓ／Ｗ協議は、11月29日、12月２日、12月３日に調査団及び農村開発水省水利局、外務在外マ

リ人省との間で行われ、現地踏査の結果を踏まえ、12月６日にほぼ当初の原案どおり、Ｓ／Ｗ（資

料参照）の署名を行った。 

 協議の経過は次のとおりである。 

 

 (1) 当方より、Ｓ／Ｗ案を説明したが、その主な説明点は以下のとおりである。 

   1）実証調査を通して、持続的な農業・牧畜業と砂漠化防止に係るセグー地方南部のマスタ

ープラン（Ｍ／Ｐ）を策定する。 

   2）実証調査は、住民参加のもと地元農民自身のリソースで実施でき、かつ持続可能な小規

模な事業をいくつかの村レベルで行い、その途中経過と結果をＭ／Ｐに反映させる。 

   3）本格調査は、２つのフェーズからなり、第１フェーズではＭ／Ｐを概定し実証調査を実

施する。第２フェーズでは実証調査の評価及びＭ／Ｐを策定する。 

   4）調査期間は現時点では、２年４ヶ月を想定しているが、調査期間を延長する必要がある

場合には、調査期間中に延長の検討を行う。 

   5）調査の開始時期は、現時点では2000年３月を想定。 

 

 (2) 先方からのコメントの主なものは次のとおりである。 

   1）当国では旱魃のため、土壌の劣化と風食が進み砂漠化が深刻な問題となっており、本調

査の実施を歓迎するとともに感謝する。 

   2）本調査で策定される計画及び技術がセグー地方の砂漠化防止に貢献し、マリ国全土にも

適用できることを期待する。そのためには、策定される計画及び技術をできるだけ簡単な

もので、広く農民に普及できるようにする必要がある。 

 

 (3) Ｓ／Ｗ署名 

   Ｓ／Ｗは、ほぼ原案どおり両者合意に達し署名を行った。 

 

２－２ Ｓ／Ｗの変更点 

 実施細則(Ｓ／Ｗ)の内容に関しては、上記のように、ほぼ原案どおりマリ国側の合意を得るこ

とができた。原案からの主な変更点は以下のとおりである。 
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　 1）Ｓ／Ｗの署名相手先を、外務・在外マリ人省としていたが、先方の意向をふまえ、農村開

発水省水利局とし、立会人を外務・在外マリ人省とした。

（なお、農村開発水省水利局は当初農村開発環境省としてしていたが、省庁組織改革で名

称変更が行われた。）

　 2）調査の目的は、「持続的な農業・牧畜業と砂漠化防止」としていたが、水利局より目的を

より広範なものにしてほしいとのコメントがあり、「総合農村開発と砂漠化防止」とした。

　 3）原案では、調査対象地域をセグー地方南部全域とするかどうか、先方に確認する必要があ

るため、対象面積を記載していなかった。水利局との協議のなかで、本調査の主要な受益

者は小農であるが、セグー地方南部のＭ／Ｐを作成するためには、米・綿花地帯のエステ

ート等も調査対象とする必要があるので、対象地域を限定するのではなく、セグー地方南

部全域を対象とし、対象地域を要請どおり約35,000km2とした。

　 4）調査のスコープ（SCOPE OF THE STUDY）のフェーズ１で実施する情報収集に「受益

者のニーズ」を追記した。

　 5）JICAがマリ国側に提出するレポートは、フランス語とし、インテリムレポート及びファ

イナルレポートについては英語も併せて提出することとした。

　 6）「Ｓ／Ｗはフランス語と英語を作成するが、疑義が生じた場合、英語を優先する。」という

一文を追記した。

２－３　Ｍ／Ｍ記載内容の概略

　Ｍ／Ｍに記載した内容の概要は以下のとおりである。

　(1) ステアリング・コミッティの設置について

　　　マリ国側は調査を円滑に効果的に実施するため、さまざまな機関からなるステアリング・

コミッティを水利局が設置することを約束した。

　(2) 調査に必要な手配（アレンジメント）について

　　　両者（マリ国側と調査団）はマリ国側が、バマコとセグーに電話とFAXを持つ適切な事務

所を建設することを合意した。

　マリ国側は、JICAに次のようなものを準備するように要請した。

①　必要な車両、二輪車、発電器、ビデオ・ビデオカメラ、コンピュータ、コピー機

②　気象観測、測量、無線に必要な機材

③　カウンターパート(Ｃ／Ｐ)の旅費等の必要な経費

　調査団はこのリクエストをJICA本部に伝えることを約束した。
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 (3) Ｃ／Ｐ研修について 

   マリ国側は日本でのＣ／Ｐ研修をリクエストし、調査団はこれをJICA本部に伝える旨約束し

た。 

 

 (4) ファイナルレポートの取り扱いについて 

   ファイナルレポートは公開とする。 

 

 (5) Ｍ／Ｍの英文、仏文の取り扱いについて 

   疑義が生じた場合、英語を優先する。 
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第３章 要請背景 
 

３－１ 要請背景及び経緯 

 セグー行政区域の全体面積は６万km2で、国土面積の５％を占めている。地域は起伏のない広大

な平原で、平均雨量は513mmと砂漠地帯と熱帯雨林地帯の中間帯にある。同地域にはニジェール川

とその支流バニ川が流れており、比較的農牧業には適している。耕作地は、766,049haあり、ミレ

ット、小麦、米、綿、サトウキビが主に栽培されている。家畜は羊、牛が多く、家族経営がほと

んどである。人口は160万人であり、人口密度は25人/km2と国全体から比して高く、人口増加率は

３％を示している。 

 近年のこの地方でみられる環境変化は、不規則な降水量に加えた、人為的な理由による急激な

砂漠化である。問題としては、土地の劣化、灌木等の過伐採、過放牧等が認められる。このため

セグー地域では、砂漠化防止と土壌肥沃化をねらいとした小規模な土壌保全対策、農業生産技術

の実験（洪水防護の生け垣・石積、ため池造成等）を実施しているが、その有効性が未だ確認さ

れるに至っていない。 

 砂漠化防止とは、土壌を含む土壌浸食を予防あるいは軽減し、砂漠化した土地を復元する、ま

たは広がらない恒久的処置を開発することである。当該地域（乾燥地域、半乾燥地域）における

既存農家の生活向上を主目標とした資源の有効的利用、持続的複合農業を取り入れたセグー地方

砂漠化防止を観点に総合農牧業開発計画を早急に策定することが急務となっている。 

 このような状況にかんがみ、同国政府は平成10年10月５日に我が国に対してセグー地方南部砂

漠化防止計画調査（Ｍ／Ｐ）を要請してきた。 

 

３－２ 上位計画 

 農村開発省のKEITA局長によると、1992年にUNDPの協力で農村開発計画を作り、今回の開発計

画もその計画の範囲のなかにあると説明してくれた。 

 局長によると、農村開発の原則は、 

 ① 食糧の自給自足 

 ② 食糧の安全保障 

 ③ 土壌保全 

であるとし、また問題点として、 

 ① 農地の質的量的な不足 

 ② 農地の牧草地の不足 

 ③ 農業用の投入資機材の高騰 

 ④ 農産物の交易条件の悪化 
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 ⑤ 近代化の遅れ 

 ⑥ 水不足 

 ⑦ 水資源の有効利用の遅れ 

 ⑧ 砂漠化、旱魃 

 ⑨ 法整備の遅れ 

 ⑩ 病虫害 

 ⑪ 金融システムの遅れ 

をあげた。 

 事前調査団が帰国する前日に、「農村開発計画」第３巻活動計画1992年３月を入手したが、局長

の説明とほぼ一致している。 

 この農村計画の前には、1960年代、1970年代のかんがい分野における優先的なオプションと投

資計画に続いて、食糧戦略（1982年）森林政策（1982年）国家旱魃防止計画（1985年）があり、旱

魃防止とその有効な策としてのかんがい計画に力点が置かれていたことがわかる。1985年以降降

雨量が比較的好転したことと、第一段階の諸改革により、穀物収支が均衡に近づいたことから1992

年の計画は、農業計画から地方開発分野のすべての構成要素を入れて農村開発計画としている。 

 しかし、この農村計画は、現状では財政的に裏づけされたものではなく、単に方向を示したも

の、ないしは別にそれにこだわる必要はないものとして理解されるようにみえた。 

 実際の新規の農業、農村開発は二国間援助の場合は、100％、ドナーの資金に頼り、アフリカ開

発銀行など国際的な融資を受ける場合は15％のカウンターバジェットを用意するとのことで、ド

ナー側の好きにやってほしいというのが本音のようであった。 

 それらを組み合わせた農村総合地域開発に農村開発水省も参画を希望していると判断された。 

 

３－３ 関係機関の概要 

 ３－３－１ 水利局 

  農村開発水省水利局の組織図は以下のとおりで、６つのディビジョン（おのおの２つのセク

ション）と９つの地方事務所で構成され、総員は300人（うち技師は76人）である。 

 水利局の予算は運営費（車の燃料・メンテナンス、事務経費）は3,000万セファー/年である。

他ドナー等による事業の場合、世銀やアフリカ開発銀行からの借款では自国予算が15％、２国

間協力では自国予算はなしとのことで、マリ国自身による予算は限られたものである。 

 

 ３－３－２ ステアリング・コミッティ 

  ステアリング・コミッティの設置については、Ｍ／Ｍにもあるとおり、水利局が設置すると

した。水利局に関係部局を確認したところ、教育省、保健省、公共事業省が省として関連する
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とのことで、農村開発水省の部局としては農村社会支援局、農村整備局、農村経済研究所等が

あげられるとのことであった。ステアリング・コミッティは中央だけでなく、地方にも同分野

の委員会を設置し、年に２回程度、計画を立案した際に開催予定とのことであった。ただし、

1999年内に、内閣改造が計画されており組織変更があるかもしれないとのことであった。 

 

 ３－３－３ 対象地域の村落構成 

  セグー地方局でヒアリングしたところ、セグー州全域の人口は167万人、村落数は2,100～

2,200村落であり、セグー地方南部については正確な数字は把握していないものの、人口は100

万人程度（南部地域は北部地域よりも人口が多く、そのうち80％程度が農村部に在住）、村落

数は1,300村程度とのことであった。さらに、１村あたりの農家戸数についても確認したとこ

ろ、具体的な数字で回答は得られなかったが、１家族の構成要員は30人程度ということであっ

た。これらの数字より、セグー地方南部の農村人口は80万人程度、１村の人口は600人程度、

１村あたりの農家戸数はばらつきはあるものの、20家族程度と類推される。ただし、これらの

数字は、あくまでも、大づかみな数字である。 

 

 ３－３－４ 州政府の財政等 

  水利局からのヒアリングによれば、州の財政は国からの交付金と州により徴収される税金と

から成り立っているが、交付金の割合が80％である。なお、知事は大統領と内務省により任命

される。 
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３－４ 他国援助機関の動向 

 (1) 他ドナー、NGOの援助に係る水利局からのヒアリング 

   他ドナー、NGOの援助に係るセグー水利局からのヒアリングの結果は以下のとおりである。

 

援助機関名 対象地域 援助内容 

国際農業開発基金（IFAD） 
世界銀行 サン及びトミニアン県 農民の収入源の多様化計画 

カナダ開発庁（CIDA） 
二国間援助、穀物商業化計画 セグー全域 農作物（特に穀物）商業化 

第二世銀 
農業促進地方支部 セグー全域 農業開発 

笹川グローバル2000 
（日本のNGO） セグー県 農業普及、農業用具の供与、信用

組合の設立支援 

欧州開発基金（EDF） 
小規模計画—村落給水 セグー県 村落給水、野菜苗木育成場整備、

職人開発 

アフリカケア 
（NGO） セグー県 村落給水、小規模灌漑整備のため

の農業信用組合の支援 

ワールドヴィジョンインター
ナショナル（NGO） サン及びブラ県 農民の識字教育、地域医療、農業

信用組合への支援 

ドイツのNGO 
農業・自然環境プロジェクト トミニアン県 教育及び生態系破壊防止支援 

 

   1）NGOのプロジェクトは他にもあるが、いずれも点的なものでセクター別アプローチによ

るものとのこと。 

   2）本地域への協力事業は必ずしもよく調整されておらず、本調査のように環境システム全

体に係る事業は実施されていないとのこと。 

 

 (2) 他ドナー、NGOの援助に係るセグー地方局からのヒアリング 

   他ドナー、NGOの援助に係るセグー地方局からのヒアリングの結果は以下のとおりである。

   1）緑資源公団が対象分野の広い協力を行っている。 

   2）笹川グローバル2000が17村に対して農村社会開発を行っている。 

   3）ワールドヴィジョンインターナショナルが識字、環境、農業等の農村開発を行っている。 

   4）IFADが綿花以外の地域での開発プロジェクトを行っている。 

   5）世界銀行が炭による農村市場形成プロジェクトを行っている。 

   6）民間企業ではあるが、CMDT（バニにあるCompany Malian Development Textile）と共同

開発を行っている地域がある。 

   7）NGO、他ドナーによる援助は本調査の内容と競合するものではなく、地域的には10～15％

をカバーしているにすぎない。 
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   8）詳細な援助状況については、水利局を通して2000年３月までに回答する。 

 

３－５ 環境 

 セグー地方局に、「調査対象地域で農業の実施が禁じられている地域があるか。」を確認したと

ころ、「保護森林地域がセグー州全域で15地域あり、南部に半数以上ある。」とのことであった。 

 本格調査でＭ／Ｐを策定する際には、保護森林地域を考慮して計画を策定する必要がある。 

なお、収集資料として、「森林資源管理条件を取り決めた法律」及び「木の利用、運搬、マーケテ

ィングに関する法律」を入手した。 
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第４章 調査対象地域の現況 
 

４－１ 自然状況 

 ４－１－１ 地形 

  セグー地方は、セグー（Segou）、ニオノ（Niono）、マシナ（Macina）、バルエリ（Baroueli）、

ブラ（Bla）、サン（San）、トミニアン（Tominian）の７県からなり、その中央をニジェール川

が西から東へと流れている。今回の調査対象地域は、そのニジェール川から南側の地域であり、

ニオノを除く６県（セグー、マシナは一部）が含まれている。 

 対象地域の地形は、北側のニジェール川と中央のバニ川（ニジェール川の支流）付近に低地

がある。その他の地域は台地上の緩やかな傾斜をもつ地形である｡ 

 地形図としては、50万分の１、あるいは、20万分の１ものが対象地域全域について入手可能

である。これ以上の大縮尺の図で全体をカバーするものはないようである。今回の調査団では、

地図・地形図局セグー地方事務所に行きセグー県のものを購入したが、どちらの縮尺のものも

３千CFA/部で購入できた。 

 したがって、今回の開発調査の対象地区では、詳細の地形が把握できるような地形図は存在

しないと考えられる。 

 しかし、今回の開発調査のマスタープラン（Ｍ／Ｐ）について、後に述べるが、「村落レベ

ルで農民が対応できる技術を主とした対策」を内容とするのであれば、あえてこれ以上の縮尺

の地形図を全域について作成する必要はないと思われる。 

 むしろ、対策の内容によって、たとえばため池を造成する場合などに、その部分の平面図を

平板測量などで作成するのが現実的と思われる。 

 なお、20万分の１の地形図には、村落の名称も入っているので、村落単位での計画作りをす

るうえで有用であると思われる。 

 

 ４－１－２ 気象データ及び水文データ 

  気象データは、気象局が観測網をつくっており、それぞれの測候所のデータを有している。

水利局などにおいても、プロジェクトを実施する際には、その対象地域に雨量計等の気象観測

装置を設置することがあるが、長期的、恒常的な観測は実施しておらず、系統だった観測網も

有していないとのことである。 

 したがって、対象地域全体の気象データは、気象局から入手することが妥当と思われる。た

だし、場所が少し変わると雨の状況がまったく違うこともあるような熱帯における気象特性を

配慮すると、実証調査を実施する地域においては、雨量計、日照計、温度計等の気象観測装置

の設置が望まれる。 
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表－２ セグー測候所の月別降水量（1987～1996年） 

                                   単位：mm 

Year Jan Feb Mar Apr Mey Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 

  1987 
  days 

   0.0    0.0    8.5 
     1 

   0.0   36.4 
     5 

  94.5 
     9 

  83.2 
  10 

  79.6 
    10 

 123.5 
    10 

   1.0 
1 
   0.0    0.0  426.7 

    46 
  1988 
  days 

   0.0    0.0    2.6 
 1 
   9.2 
     2 

  13.3 
     2 

  41.5 
     6 

 300.9 
    16 

 287.3 
    21 

 171.7 
    12 

   0.0    0.0    0.0  826.5 
    60 

  1989 
  days 

   0.0    0.0    0.0    0.0    7.9 
 4 
  90.9 
    10 

 105.4 
    10 

 207.7 
    16 

  98.7 
     7 

  44.2 
     5 

   0.0    0.0  554.8 
    52 

  1990 
  days 

   0.0    0.0    0.0    1.0 
1 
  10.0 
     3 

  96.6 
    11 

 150.7 
    13 

 217.2 
    12 

 103.4 
    12 

  37.6 
     3 

   0.0    0.0  616.5 
    55 

  1991 
  days 

   0.0    0.7 
     1 

   0.0    0.8 
     2 

   9.7 
     5 

  67.1 
     9 

 165.1 
    15 

 285.9 
    14 

  41.8 
     7 

  65.1 
     5 

   0.0    0.0  636.2 
    58 

  1992 
  days 

  53.1 
     4 

   0.0    0.0    0.1 
     1 

  73.3 
     5 

  23.2 
     6 

 184.2 
    14 

 117.5 
    13 

 118.1 
     7 

   1.0 
     1 

 0.0  0.0  670.5 
    51 

  1993 
  days 

   0.0    0.0    0.0    0.2 
     1 

   8.5 
     2 

 102.4 
    13 

 110.7 
    12 

 244.5 
    16 

  73.3 
    12 

  13.7 
     2 

 0.0    0.0  553.3 
    58 

  1994 
  days 

   0.0    0.7 
     1 

   0.3 
     1 

   0.3 
     1 

  72.0 
     5 

 108.7 
    11 

 337.2 
    19 

 277.5 
    19 

 103.6 
    16 

  24.7 
     6 

   0.0    0.0  925.0 
    79 

  1995 
  days 

 0.0    0.0    4.4 
     1 

  10.1 
     4 

  40.7 
     6 

  92.5 
     5 

 213.8 
    13 

 151.8 
    13 

 152.5 
    12 

   2.1 
     3 

   0.0    0.0  667.9 
    57 

  1996 
  days 

   0.0    0.0    0.0   16.3 
     3 

   8.6 
     6 

  36.6 
     3 

 131.6 
8 
 118.1 
    16 

 242.1 
    15 

  25.5 
     4 

   0.0  0.0  578.8 
    55 

10年平均 
降水量 
10年平均 
降水日数 

   5.3 
 
   0.4 

   0.1 
 
   0.2 

   1.6 
 
   0.4 

   3.8 
 
   1.5 

  28.0 
 
   4.3 

  85.4 
 
   8.3 

 178.3 
 
  13.0 

 198.7 
 
  15.0 

 122.9 
 
  11.0 

  21.5 
 
 3.0 

   0.0 
 
   0.0 

   0.0 
 
   0.0 

 645.6 
 
  57.1 
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  この入手した気象データ（1987～1996年）に基づきセグー地方（特にセグー市周辺）の気候

は、次のような特徴があるといえよう。 

   1）気温 

   ① 月別平均でみると、最高、最低気温とも一番高いのは、４月（最高40.8℃、最低26.2℃）

であり、雨期前の４月、５月が最も暑い季節である。 

   ② 逆に最も涼しい季節は、右記の最中の８月（最高31.6℃、最低23.0℃）と乾期の12月

から１月にかけてである。両者の違いは最低気温で、８月は12月及び１月（18.0℃、

17.0℃）と比較して最低気温が高目で、気温の日較差が小さい。 

   ③ 内陸にあるため、年間を通じて気温の日較差が大きく、月平均で常に10℃以上の日格

差がある。特に乾期の日較差は大きい。 

   ④ 内陸にあるためか、年較差も最高気温、最低気温ともに約10℃あり、熱帯の地域とし

ては比較的大きい。 

   2）雨量 

   ① 10年間における年間平均雨量は、645.6mmで、年平均降雨日数は57日である。 

   ② 1987～1996年の10年間で年間雨量は427～925mmまでの間で変動があり、かなり変動が

大きい。 

   ③ 雨期は５月～10月であるが、主として雨の多い期間は６～９月の４ヶ月で、この間の

雨量は年間雨量のおおむね９割を占めている。 

   ④ 日雨量も雨期には数10mmに達することも珍しくないことから、年間の降雨量は少なく

ても、降雨強度はかなり大きくなることがあると推定され、土壌浸食の危険性はかなり

高いと思われる。 

  一方、水文データについては、今回の調査団では十分な確認はできなかったが、ニジェール

川本川には、かんがいや水力発電のための施設があるので、これらの地点での流量観測データ

があるものと思われる。 

 しかし、他の大小支流においては、水利施設もほとんど設置されていないようであり、流量

観測データもほとんどないと思われる。 

 

 ４－１－３ 地質及び土壌 

  水利局によれば、地質図及び土壌図は、それぞれ、地質鉱山局（DNGM）及び農村経済研究

所（IER）にあるとのことであるが、内容は今回確認できなかった。 

 ただし、土壌図については、今回訪れたチンザナ農業研究所で、土壌調査の担当者がいたの

で、若干聞き取りができた。彼によれば、チンザナ農業研究所では、セグー地方各地域で土壌

のサンプルを採取しており、pH、N、P、Kといった基礎的な数値を測定するが、主たる分析は
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農村経済研究所で実施しているので、そちらに採取したサンプルを送っているという。また、

農村経済研究所には地図作成部局があるので、土壌分析の部門はこれと協力して土壌図を作成

しているようだが、詳細はよくわからないとのことであった。 

 セグー地方南部では、一般的に、表土は砂質シルトもしくはシルト質砂で、pHが低い酸性土

壌であり、リンや有機質が非常に乏しいのが特徴である。 

 

 ４－１－４ 植生 

  ニジェール川本川沿いの稲作地帯を除いては、大半はサバンナの様相であり、腰ぐらいまで

の丈の草と低灌木が主体である。ところどころにバオバブの木などがみられる。国際農林業協

力協会の「マリの農業」によれば、このようなサバンナの植生は、草原を乾期に人為的に火入

れをすることによって形成されたものだとのことである。畑は、ほとんどがミレットやソルガ

ムなどの穀物であり、氾濫原など水稲作も一部みられる。バマコからセグーへ行く国道のそば

には、ところどころ綿花畑もみられたが、台地の中へ入っていくとほとんどそれらはみられな

くなった。 

 水利局によれば、植生図は、国家整備設備局（DNAER）にあるとのことで、縮尺は20万分の

１ではないかとのことであった。なお、リモートセンシングのデータも購入可能ということで

ある。 

 

４－２ 社会状況 

 セグー地方は、マリ国内を７行政区に分けた中の一つで、第４行政地方とも呼ばれ、主として

農牧業に適している地域である。 

 セグー地方の人口は、約162万人（マリ居住人口1987～2002年見込みによる）と推定され、79％

が農民である。およそ2,200の村落があり、これがさらに７つの県（セグー、マシナ、ニオノ、バ

ルエリ、ブラ、サン、トミニアン）に含まれる115の農村自治体と３つの都市自治体（セグー、ニ

オノ、サン）にまとめられる。本調査の対象地域については、これら７つの県の中のセグーとマ

シナの一部、バルエリ、ブラ、サン、トミニアンとなっている。これら地域において主要な経済

活動は、農牧業であるが狩猟、漁業、採集そして特に木材資源の開発といった活動も営まれてい

る。一方、農閑期の現金収入手段として若手の男性を中心に、バマコやコートジボアール等の周

辺国への出稼ぎも見受けられる。なお、セグー地方の村落、人口及び耕作面積は表－３のとおり

である（表については調査対象地域は、セグー地方の７つの行政区の内のセグーとマシナの一部

とバルエリ、ブラ、サン、トミニアンであるが、参考のためニオノについても記載。その他の表

についても同様）。 
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表－３ 村落、人口及び耕作面積 

人 口（人） 
地 域 名 村落数 

男 性 女 性 計 
耕作面積 
(ha) 

セグー 538 243,000 246,733 489,733 239,861 
マシナ 247 82,596 86,429 169,025 89,100 
バルエリ 239 82,911 83,502 166,413 66,820 
ブラ 223 102,159 106,321 208,480 140,991 
サン 420 126,149 125,964 252,113 68,240 
トミニアン 313 82,448 83,320 165,768 72,931 
ニオノ 238 113,048 114,621 227,669 76,310 

計 2,218 832,311 846,890 1,679,201 754,253 

   出所：DRHE- SEGOU 

 

 また、本地域の産業組織の構造は、まだ初期段階ではあるが、織物工場、砂糖製造工場、乳製

品工場などの農産物加工向けの６つの設備もみられる。 

 一方、本地域は居住地としても知られ、人口密度も25人/km2となっており、厳しい自然条件に

加え、人口増・過放牧による耕作地の過酷な利用、従来伝統的に行われていた休耕地を設けるこ

とが出来ない状況等により土壌の肥沃度が低下しており、農業生産に影響が生じている。 

 土地所有については、すべての土地は国家が所有しているが、使用にあたっては、自然発生的

に形成された村落を単位に管理されている。具体的には、村落を形成する長が、各家族に地域内

の土地を配分し、これを世襲させている。また、村の共有地については、主として放牧地または

薪炭利用を主目的とする森林として活用している。しかし、土地の利用は耕作により生計を立て

るためのものであり、借地に井戸を掘ったり、植樹したりすることはできない。また、耕作が行

われない場合は、自動的に所有者に返ることになっている。 

 男女の仕事の役割については、一般的に男性は、村社会の運営、管理、生産活動が主な役割で

あるが、女性においては、水汲みや薪集めを含む家事、生産活動など多くの役割を負っていると

ころが大きい。 

 学校教育については、初等教育９年、中等教育３年、大学４年という制度になっており、初等

教育は義務教育である。これらへの就学率はバマコ、農業地帯の地域、遊牧地帯の地域の順に低

くなっている。授業料は公立機関の場合には無料となっているが、大学においては、マリ人の場

合には5,000CFAフラン、外国人の場合には100,000CFAフランの年間費用が必要である。また、

農業の専門学校は国内に10校ほどあり、修業期間が２～４年となっている。 

 住居状況については、村落内の住居のほとんどが日干し煉瓦で築かれ、屋根には家畜の飼料と

なる収穫後の茎葉が保存されている。また、住居の近くには家畜を木々や日干し煉瓦で囲って飼

育しており、昼間は囲いから出して、放牧している。ため池の近くでは、住居等の建築資材に利

用するための日干し煉瓦も作られていた。 
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 交通事情については、各主要都市を結ぶ幹線道路は舗装され、バス、乗り合いバス等利用でき

るが、一歩幹線道路から逸れると未舗装であり、道路事情は悪くなる。なお、村落から町の中心

部までの交通手段は、徒歩、自転車、家畜（牛、ロバ）等によるところが大きい。 

 

４－３ 農業の現状 

 ４－３－１ 農業 

  農業・牧畜についてマリ国では就業人口の80％、国内総生産の約50％を占め、うち調査対象

地域であるセグー地方では、国内総生産の約25％に貢献しており、食糧の重要な供給地域とな

っている。国内の７つの行政地方の中で特に農産物の生産量でみると、ミレット、フォニオ、

ニエベで国内一の生産量を上げているものの、大半が雨期を中心とした栽培体系であることか

ら、農作物の収量は降雨量に大きく左右される。 

 

  (1) 営農と土地利用 

    調査対象地域において、大きな割合を占める水資源が豊かでない、天水に依存した地域

での作物栽培は、雨期の始まる５～６月にかけて作付けがなされ、10～11月にかけ収穫が

行われている。これらの地域においてはミレット、ソルガムなどの穀類やニエベなどの豆

科作物を中心とした作付けが行われているが、雨期の開始時期にこれら作物を種まきし、

その後は雨任せといった状態である。その他に水の確保が可能な地域ではスイカ、オクラ、

トマト等の野菜も栽培されている。また、果実では特にマンゴー、オレンジの栽培が営ま

れている。 

 なお、セグー地方の主要農作物の栽培面積と生産量は表－４のとおりである。 

 

表－４ 主要農作物の栽培面積と生産量 

ミ レ ッ ト ソ ル ガ ム 

栽培面積(ha) 生産量(t) 栽培面積(ha) 生産量(t） 地 域 名 
1997 
～1998 

1998 
～1999 

1997 
～1998 

1998 
～1999 

1997 
～1998 

1998 
～1999 

1997 
～1998 

1998 
～1999 

セグー 147,800 179,129 127,422 125,481 34,500 41,796 31,878 40,798 

マシナ 36,000 60,000 11,097 33,597 4,500 4,510 633 1,424 

バルエリ 30,000 56,482 32,400 54,982 13,650 35,618 19,588 39,180 

ブラ 21,062 14,329 23,326 14,189  33,977  19,035 

サン 41,050 41,230 34,250 35,031     

トミニアン 22,242 42,531 15,947 30,827     

ニオノ 35,365 34,552 4,380 20,255 4,125 4,070 486 2,171 

計 333,519 428,253 248,822 314,362 56,775 119,971 52,585 102,608  
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米 ニ エ ベ 

栽培面積(ha) 生産量(t) 栽培面積(ha) 生産量(t） 地 域 名 
1997 
～1998 

1998 
～1999 

1997 
～1998 

1998 
～1999 

1997 
～1998 

1998 
～1999 

1997 
～1998 

1998 
～1999 

セグー 2,900 27,877 2,396 38,299 70,448 34,251 34,876 14,542 

マシナ 350 15,322 105 60,498 5,645 35,000 625 14550 

バルエリ 300 3,007 378 5,285 21,150 28,865 10,575 18,806 

ブラ 1,885 542 6,175 500  3,012  2,400 

サン 3,082 3,568 6,191 9,859 375 3,681 117 2,030 

トミニアン 460 204 274 192 51 166 16 58 

ニオノ  37,832  238,246 19,346 22,191 3,122 8,238 

計 8,977 88,352 15,519 352,879 117,015 127,166 49,331 60,624 

出所：RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES CAMPAGNE AGRICOLE 1997/1998,1998/1999 

 

    一方、要水量がある程度必要な稲などは、ニジェール川沿岸部及びワジ（雨期に局地的

に集水し滞留している場所）において栽培がなされており、ニジェール川沿岸部の水の豊

富な地域においては、かんがい栽培により３～４月にかけ田植えが行われ、６月下旬頃か

ら収穫し、その後再び作付けする二期作が行われている。ワジ地域においては、６月頃に

直播きが行われ、10～11月に収穫される。なお、水田では住血吸虫の問題もみられる。ま

た、ニジェール川沿岸部のかんがい施設を有しているところでは、輸出作物である綿花の

栽培も盛んに行われている。 

 マリ国にとって綿花は輸出用として重要な作物の一つであるが、セグー地方においても

かんがい地域を中心として栽培が盛んに行われている。 

 

  (2) 栽培技術 

    農作物の栽培については、綿、落花生等の輸出を目的として営農している農家や、かん

がいにより稲作栽培を行っている農家以外の大部分の農家では、天水に頼るのみの農業で

あり、肥料、農薬等生産資材を用いない、粗放的な栽培が行われている。 

 また、水資源の不足に加え、伝統的農法が行われており、栽培技術の未熟（適切な植え

付け時期の判断、栽培管理技術等）や、地域に適した種子及び無病健全な優良種子が使用

されていないこと等により、低収量の状況にあるが、これら低収量の要因をある程度解決

すれば、収量増は可能であると思われる。実際に、緑資源公団が実施した調査では、ミレ

ット栽培において、適性品種の利用、適期植え付け、植樹等による雨期における表流水に

よる農地の浸食防止対策、堆肥及び燐酸肥料を中心とした土壌の肥沃化等により、反収が

２～３倍に増収したとの報告もある。 
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 農地の耕起の方法については、牛を利用する農家もみられるが、人力により耕作する農

家も少なくない。また、農作業は鍬や鎌を用いた手作業で行われており、米やミレットの

収穫については穂刈りが一般的に行われている。 

 なお、セグー地方の主要農作物の反収は表－５のとおりである。 

 

表－５ 主要農作物の反収 
                          (kg/ha) 

地 域 名 ミレット ソルガム 米 ニエベ 

セグー 1,022 1,050 1,510 502 

マシナ 687 520 4,159 185 

バルエリ 1,000 1,100 1,800 500 

ブラ 990 560 1,000  

サン 850  2,963 312 

トミニアン 725  941 314 

ニオノ 642 572 6,321 403 

         出所：RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES CAMPAGNE AGRICOLE 1998/1999 

 

  (3) 流通・消費 

    農産物の流通については、以前はマリ農産物公社が一手に行っていたが、現在では専売

制度が廃止され、道路沿いや市場などにおいて農家自身が販売したり、あるいは仲買人が

直接農家より購入して都市へ持っていき販売する場合とが主な流通経路となっているが、

道路事情等を考えると、消費地へのアクセスは困難な状況に置かれている。 

 農産物の運搬は一般に牛、ロバ等家畜による手段がとられているが、雨期の時期での道

路事情は相当に悪い状況となる。 

 生産地域内における農産物の販売価格とバマコ市内の販売価格について比較してみると

聞き取り調査によれば、例えばトマトでは150～200CFAフラン/kg（生産地域内）→300CFA

フラン/kg（バマコ市内）、スイカでは100～200CFAフラン/個（生産地域内）→500～1,000CFA

フラン/個（バマコ市内）となっている。 

 綿花の買い上げに関してはCMDT（マリ繊維会社）が行い、米に関してはOffice du Niger

が主として買い入れを行っている。 

 また、果樹については、特にマンゴーの栽培が各地に見受けられたが、品質も悪いこと

から低価格で取引されている状況である。 

 生産された農産物の貯蔵については、ミレット等の穀物類やニエベ等の豆類については、

高床式の貯蔵庫を備えている農家もみられる。 
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  (4) 農業普及、農民組織及び農民支援 

    農業普及に関しては、農村生活水利省の農村社会支援局が管轄しており、農村社会支援

局傘下にある地方局において普及活動がなされている。聞き取り調査によれば、セグー地

方においては、およそ2,200の村（セグー地方南部ではおよそ1,300）が存在するが、普及

員の人数はおよそ60人で、それぞれの地区で活動している。なお、担当地区の有能な農家

に普及技術が移転されれば、技術移転した農家にその後の普及は任せ、普及員は他の地域

に移り、新たに普及活動を行っている。なお、普及事業計画については、各地方局で策定

される。 

 その他に、ニジェール川沿岸の地域においては、CMDT（マリ繊維会社）については綿花、

Office du Nigerについては稲作農家を対象として農業資材の融資や農業技術の普及活動が行

われている。また、これらの地域においては、農民の組合活動も盛んであり、農業開発銀

行等からの融資も行われており、天水に頼る地域の農家と比較すると恵まれている環境に

あるといえる。 

 農民組織については、村によっては、農作物の生産者からなる、販売促進を目的とした

組織や牧畜漁民からなる組織、女性の組織等がある。 

 農業生産技術を向上するための支援機関として調査対象地域には、農村開発省の研究機

関であるチンザナ農業研究所がある。本研究所は乾燥・半乾燥のための基礎研究がなされ

ており、ミレット、ソルガム、ニエベ等の優良品種の育成、病害虫防除の研究、アグロフ

ォレストリー等の研究がスタッフ53人（うち研究員が13人）の体制により運営されている。

本研究所の運営資金については主に援助国の資金で賄われている。 

 本研究所では一般公開も行っており、公開日には多くの農民が訪れ、優良種子の配付や

技術を取得したいと希望する農家も多い。 

 本研究所では特に、ミレットについてはマリ国に存在する品種はほとんど保存し、それ

らを利用して新品種の育成を行っており、西アフリカの主要な育成機関ともなっている。 

 また、砂漠化防止のための有望な樹種についても、かなりの数が研究・保存されている。 

 これら樹種の中には、薪の利用だけでなく、葉は家畜の飼料用、果実は食用として利用

できるなど、多様途の面からも利用可能な樹種や、降雨の少ない乾燥地域でも生育が可能

で成長が早い樹種なども保存されている。 

 しかし、本研究所では優良品種の育成等成果があるにもかかわらず、本研究所が関わっ

ている実証農家を除けば、技術移転の次の段階である普及組織の機能不足等もあり、一般

農家に移転されていない状況にある。 

 他の支援機関としては、笹川グローバル2000やワールドヴィジョンなどのNGOによる農

村社会開発活動が行われている。 
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  (5) 畜産 

    本調査地域は畜産も重要な産業となっている。 

 家畜の飼育の方法は一般的には地域内での自然放牧であるが、乾期において地域内で餌

の確保が困難な場合などには、地域外に餌を求めて遊牧的に飼育しなくてはならない状況

である。 

 過放牧の増加にともない、牧草地の不足と乾期の水不足のため、家畜の飼育に関しては

水飲み場と飼料の確保が重要な課題となっている。家畜の乾期の飼料確保の対策として、

収穫後のミレット等の雑穀やニエベ等の茎葉を住居の屋上に保存・貯蔵し、利用している。

バマコ市内の路上において家畜の飼料用として収穫後の茎葉が販売されていたことからも

家畜の飼料確保は深刻な問題である。 

 農作物の収穫後に、ほ場に残った残渣については、家畜をほ場に放牧させ、家畜の飼料

として利用している一方、畑への家畜の糞尿の投下による農地の肥沃化対策にもなってい

る。なお、家畜の増加に伴い、過放牧によるところの草木などの天然資源の減少により、

土壌の劣化等の問題が生じているが、家畜の飼育数の制限や地域外への進入の制限はない

状況である。 

 家畜の病気については主に牛疫、下痢症等の発生がみられる。家畜は水資源が乏しい地

域にとっては、乾期に食料を確保するための唯一の財産であるが、一般的に家畜の販売に

関しては、農民はと殺場主に販売しており、販売に際してワクチンが接種されていること

が必要である。家畜は周辺諸国へも輸出していることから、ワクチンを接種していない家

畜は販売できない。ワクチン接種に関しては、テレビ、ラジオ等でも接種の徹底を呼びか

けている。ワクチンについては国内にある畜産試験場で製造されている。セグー地方の家

畜の飼育状況については表－６のとおりである。 

 

表－６ 家畜飼育頭数 
                               単位：頭 

地 域 名 牛 羊 山羊 馬 ロバ 

セグー 230,044 301,500 356,606 3,393 31,415 

マシナ 122,405 294,296  1,242 10,145 

バルエリ 86,541 236,973  1,031 7,174 

ブラ 198,900 87,600 91,180 116 13,150 

サン 184,079 213,941 269,870 9,328 19,928 

トミニアン 58,190 71,500 160,650 5,650 7,230 

ニオノ 78,997 46,811 76,350 503 17,847 

合 計 959,156 1,252,621 954,656 21,263 106,889 

     出所：RAPPORT ANNUEL 1997 de la DRE SEGOU 
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 ４－３－２ 農業農村基盤 

  (1) 農業生産基盤 

    農業の生産基盤については、ニジェール川周辺の稲作地を除けば、かんがい農業を行っ

ている地域はみられない。稲作のためのかんがい地域は、今回対象地域ではなく、バマコ

近くのバギンダを調査したが、一部はコンクリートライニングがなされた台形土水路で、

サイホンなどもある水路である。維持管理が十分でなく、一部の堰堤が決壊していたが、

全体としては立派な施設で、この地帯では、年間を通じて２期作、３期作が可能であると

のことであった。しかし、このようなかんがい地域は、ごく一部に過ぎず、大部分は台地

上にある非かんがい地域である。 

 セグー地方南部の大部分の地域の農業は、次のような状況である。 

   ① 天水農業であること 

   ② 雑穀（ミレット、ソルガム）の生産を主とした自給自足のための農業であること 

   ③ 農業機械もほとんどなく、農作業は人力と家畜（牛・馬等）を利用して行われている

こと 

    このような農業の状況であるため、かんがい施設はもとより、特段整備をした農道もな

い。農畜産業用施設としてつくられたものとしては、家畜の水飲み場と思われる小さな掘

り込みの池（日干し煉瓦用の粘土の採取跡とのこと）があちらこちらにみられる程度である。 

 氾濫原のようなところでみた水田も特段の整備をしたようにはみえず、水が溜まるとこ

ろに直播で稲を栽培したという様子であった。 

 また、農地の保全のための対策も、後述する緑資源公団の実証調査の村以外ではみられ

なかった。 

 

  (2) 農村生活基盤 

    農村の生活基盤をみると、これも大変遅れた状況である。 

 エネルギーとしては、人力、家畜と薪炭である。電気やプロパンガスなどはない。家も

日干し煉瓦でできた簡単で小さなもので、風雨をしのぐためだけといった感じである。 

 生活用水の確保は、各村のもっとも大きな課題と思われる。この地域に限らず、表流水

を貯留する場合、ギニアワーム等の病原体の発生の問題もあり、衛生面の大きな問題が生

じるため、一般には、各村に人力掘削の井戸があるものと思われるが、井戸の深さの不足

や側壁の崩落などの問題もあり、乾期に十分な水を確保できるところは少なく、飲み水の

確保すらままならないことが多いという。 

 村の中には、屋根付の集会所などもないようであり、雨期に村人が集まる場所もないと

思われる。当然、学校や保健所もない。セグーの町とその周辺、それから国道沿いでは市
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や露店なども多くみかけたが、村落に来ると、自給自足のためかそのようなものは一切み

られない。緑資源公団の報告書には、ある村に識字センターが大人の研修のためにつくら

れているが、先生もおらず休止状態であるとの記述があった。おそらく拠点的に学校が設

置されていると思われるが、通学時の交通手段の問題や先生の確保の問題など、なかなか

難しい問題が多いと思われる。 

 道路は、セグーとバマコを結ぶ国道はアスファルト舗装であるが、その他の幹線は、ラ

テライトの簡易舗装のようだ。村と村の間の道もラテライト舗装か、踏み固められた道で

ある。雨が降るとかなりぬかるみ、道路状況が悪くなると思われる。 

 このような状況から、村民の行動範囲は、村の集落とその周辺の村の土地にかなり限定

されているものと思われる。すなわち、村民にとっては、村が自分たちの世界そのもので

あり、宇宙である。この点は、砂漠化防止対策を検討するうえで重要な要素と思われる。 

 

 ４－３－３ 関連事業の概要 

  (1) 緑資源公団の実証調査地区 

    1）対象となる村の概要 

     緑資源公団の実証調査の対象となっている村は次の５村であり、セグー市の南約20～

30km程度に位置し、総面積約25km2の村々である。 

     ①Sakebougou 

     ②Fabougou 

     ③Bougounina 

     ④Dafengougou 

     ⑤Dougoutiguibougou 

     以上の対象となる５村の総人口は、おおむね1,300人で、UPA（農業生産単位）といわ

れるものが76あるという。このUPAは、ほぼ家族と考えればよいとのことであったので、

１家族は平均20人弱ということになる。 

 いずれも、典型的な天水農業型の村であり、ミレットやソルガムといった主食の生産

が大半であるが、その他トウモロコシ、落花生、バンバラ豆の生産を行っている。 

    2）調査の趣旨 

     砂漠化防止のための技術確立を目的としているのはもちろんであるが、持続的な農牧

林業を形成することによって砂漠化防止を図ることができるという前提条件に立って

いる。 

 したがって、個々の村の農牧林業と村民の生活環境を含め、それらの相互関係に配慮

した総合的対策の確立とそれらを農民自らが主体的に進めていくための手法の確立が
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テーマとなっている。 

    3）調査の課題 

     地域の抱える問題は次のような点である。 

    ① 水が乏しく、表流水は雨期しかない。井戸水も十分に確保できていない。生活、生

産の両面で最大の制約要因である。 

    ② 人口が増加し、これを支えるために農地を拡大しているが、一方で牛の飼養頭数も

増加しており、農地と牧草地の競合が起きている。 

    ③ 土壌の肥沃度が低く、生産性が低い。 

    ④ 薪炭用として森林が乾期に伐採され、森林が減少している。さらに土壌侵食の増大

など多くの問題も引き起こしている。 

    ⑤ 若者が都市やコートジボアールに流出しており、働き手が減少している。 

    4）調査の概要 

     調査は、主として次の６つの部分に大別される。それぞれの調査における問題の把握・

診断、対策の検討・決定・実施にあたって、農民が参加し、主体的に活動することを基

本としている。 

 なお、これらの調査内容は総合的対策の中で相互に関連し合うものであることから、

十分関連性をもたせて進めることが必要であり、また、農民にそれらをよく理解しても

らえるかどうかが重要であるとのことである。 

    ① 社会経済調査 

      村やUPAの組織や文化・慣習などと家畜の飼養頭数や土地利用の実態などの調査 

    ② 市場・流通調査 

      農業、林業、牧畜業それぞれの市場や物流のしくみを調査 

    ③ 農業調査 

      土壌改良や優良品種の導入、作物の多様化などの対策の調査 

    ④ 牧畜業 

      牧畜の集約化（優良種の導入、鶏舎などの設置）や牧草地の改善などの対策の調査 

    ⑤ 林業調査 

      アグロフォレストリーの導入や植林及び苗木作りの調査 

    ⑥ 土壌水保全調査 

      土壌侵食防止や給水施設（井戸）の整備、ため池の建設などによる水資源の開発利

用の調査 

     公団の調査は、1998年度から３年間でこれらの調査を実施しているとのことであるが、

予算等の制約から５村にある76UPAから25UPAを抽出し実施しているとのことであり、
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実際の調査項目（対策項目）等もかなり絞り込まざるを得なかったとのことである。 

    5）対策の内容 

     現地でいくつかの対策をみたので、それらを紹介する。 

    ① 養鶏 

      ロールアイランドという優良品種を導入し、鶏舎とそれに続く囲いをつくって養鶏

を行っていた。 

    ② 土壌浸食防止、土壌改良及びミレットの優良品種導入 

      低灌木のある草原の土地が浸食され水ミチとなっているところを生垣や粗朶柵によ

り保全し、降雨時の水流の勢いを抑えることによって、緩やかな傾斜地の下にあるミ

レット畑の表土流出を抑制している。また、表土流出の問題を解決すると同時に、有

機質とリン鉱石を混ぜた肥料を投入し土壌改良を行っている。このような改良を施し

た畑に、短期で育成可能な優良品種のミレットを導入し、収量の増加、安定に寄与し

ているとのことである。 

 これら一連の対策の効果によって、この調査圃場では従来１ha当たり500～600kgで

あった ミレットの収量が1,600～1,800kgに達したとの説明があった。 

 また、土壌浸食防止については、石積みのコンターテラスも農民の手で実施されて

いた。この場所は、ラテライトの石がゴロゴロしており、表土が流失していたが、石

積みの効果で下のほ場を守ると同時に荒れた傾斜地自身の植生も回復したいとのこ

とであった。 

 従来の天然牧草地に、ギニアグラスやスタイロサンテスを導入し、牧養力を向上し、

かつ、良質の乳が採れるようにする。 

    ③ 井戸の改良 

      従来の井戸を改良し、コンクリート管壁の32.4mの深さの井戸に改良し、生活用水の

確保を図っている。改良費は４～６百万CFA（80～120万円）を要する。なお、村民が

ポンプは故障した場合修理できないので、手汲みにしたいとのことで、皮袋を先につ

けたツルベ方式になっている。 

    ④ ため池の設置 

      家畜の水呑場や野菜生産などに利用するため、沼地を改良してため池をつくってい

る。現在は、主として家畜の飲み水になっているようだった。 

    6）現地での調査体制 

     緑資源公団からの専門家のＣ／Ｐとしてセグー地方に５人のマリ人の担当者がいると

のことである。その構成は、３人が農業部門、１人が獣医、もう１人が森林部門とのこ

とであった。 
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    7）マリ国側の評価 

     マリ国側は緑資源公団の実証調査を次の点で非常に高く評価している。 

    ① 砂漠化防止は、総合的な農村開発の手法により、農村の自給自足が行えるようにす

べきであるというマリ国側の施策に合致した総合的な対策がとられていること。 

    ② 農民が自ら実施できるように、問題の診断から対策の実施まで農民の自主的な参加

を促すとともに、対策自身も主として農民が自ら実施できるような簡易な対策を採用

している。 

 

  (2) チンザナ（Cinzana）農業研究所 

    1）研究所の組織 

     研究所長のLassara TOURE氏によれば、この農業研究所は農村経済研究所（IER）の下

部組織にあたり、全国に８つある研究所の１つである。 

 同農業研究所は、USAid、ICRISAT、Ciba geigy Co.の出資による「チバ・ノバルティス

基金」によって設立され、その後も国家予算と基金からの資金によって運営されている

ようだ。 

 職員は、全部で53人でうち12人が研究者である。 

    2）研究の概要 

     ミレット、ソルガム、トウモロコシ、ニエベ、フォニオなどの品種の研究と新規にア

グロフォレストリーの研究も行っている。 

 研究の方針と特徴は次のような点である。 

    ① 半乾燥地農業を対象とした研究所である。（他の研究所はもっと湿潤なところが多

い。） 

    ② 農村で問題をみつけ、解決策を研究している。いわゆる応用研究として農村にすぐ

に適用できる研究が多い。そのため、農村での実証調査も一部行っている。 

    ③ 研究所の開放日における農民の来訪やマリ開発組織などによるパイロットファーマ

ーの研修に協力している。 

     なお、研究所から10km離れたところに井戸を有しており、そこからパイプラインで水

を引いているので、必要に応じてかんがいもできるとのことであった。 

    3）ミレットの研究 

     在来品種について相当の種類の種子のストックを有しており、また、品種改良も実施

しているようである。早生種、晩生種等いろいろな改良品種の種子も保存している。 

 ただし、品種改良や実証調査を行うものの種子の配布や普及はここの仕事ではないた

め、農民に直接種子を配布することはないとのことであった。ソルガムやニエベなども
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同様に研究されている様子である。 

    4）土壌調査 

     土壌調査については、４－１－３にも述べたが、同農業研究所では、土壌採取を行い、

pH及びN、P、Kの組成を調べているという。詳細の分析はバマコ（おそらくSotubaの研

究所）で行っており、土壌図の作成もそちらでなされているとのことであった。 

    5）アグロフォレストリー 

     オレンジ、グレープフルーツ、パパイヤ、マンゴーなどの果樹にオクラやピーマンを

間作する試みがなされていた。また、節水かんがいによる果樹の生育効果の試験も行っ

ている。 

 また、ナツメの一種を接木により大きな実がつくようにする試験が行われており、通

常数gの果実が50g近い果実になるということであった。また、種々の有用樹種の試験を

行っており、葉や実が薬用や家畜のえさになるものなど、多目的に活用できる樹木を植

林することを目的としているようであった。 

 バオバブの木の矮化栽培も行っていた。バオバブの実はビタミンＣがたいへん豊富で

あるが高いところに実をつけるので、落下による事故が多く、それに対処するものであ

るとのこと。 
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第５章 本格調査実施上の留意点 

 

５－１ 事前調査結果の総括 

 (1) 今回の現場踏査から、セグー地方南部の丘陵地では、ひとつの村落規模（ひとつの村落は

20家族、600人、テロワールは、25km2程度というのが標準的）において、村民のリーダー格

にしっかりとした人がおり、初期の投資の若干の補助（イニシャルコスト）を行えば、住居

とそのまわり、畑、放牧地、薪炭林等からなるテロワール全体の適切な管理がなされる可能

性は十分にあるようにみえた。 

 本格調査では、予算と時間が許す範囲で、できるだけ多くの村落を対象としてテロワール

管理を実証調査にて行い、その適切な管理がどういった条件であれば達成できるかを、証明

してみる必要がある。 

 

 (2) 問題は、村落レベルで有効な成果があったとして、それをどう地域全体に拡げることがで

きるかという実効性のあるＭ／Ｐを作成できるかにある。 

 ひとつには、地域全体に要するイニシャルコストの総額をはじきだしたとして、それを誰

が負担できるかという問題である。 

 今のマリ国政府自体には、砂漠化防止の観点からこの地区におけるテロワール管理の重要

性は認識しつつも、この地区の農民対策を実施するのに必要な、財政的裏づけは到底期待で

きそうにない。この点からは、日本をはじめとする、他のドナー国、援助機関、NGO等の外

部からの援助が必要となる。その意味から、セグー地方南部が、砂漠化防止上、優先的に取

り組む地域であることの合理的な説明とコスト、ベネフィットの妥当性の証明が求められる。

そのうえで実施にいたるプログラムの妥当性が求められよう。 

 もうひとつは、資金的な投入にプラスして、技術的な投入、特に、普及活動をどうするか

ということが重要である。この地域はマリ国の他の農村地域と比べれば、裕福で人口密度も

高いが、日本でいえば九州全域ほどの面積に1,300村落100万人が、それぞれ孤立した形で点

在しており、ある村から他の村へと、住民同士による技術普及にだけたよるのであれば、膨

大な時間を要するであろう。そこで技術普及に関わる何らかのしかけが必要となってくる。 

 この地域には、チンザナ農業研究所があり、農業普及員もおり、また稲作、綿花について

はそれぞれ普及指導の体制が一応存在する。それらの体制をどう整備強化していくかという

こともＭ／Ｐ作成のうえで重要となる。 

 いずれにしても、ベースラインの調査が重要で、村落ごとの台帳のようなものを域内全村

落について用意することが必要と考える。実証調査を実施する村落においては、ある程度綿

密な現状調査は可能であるが、それ以外のところでは、調査の手法を考える必要があるが、
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小学校の先生や大学生を動員して広く浅く、地域全体の全村落のベースラインを最初に把握

することが大切である。 

 

 (3) 本格調査は、セグー地方南部の村落共同体による資源の適正な管理利用がこの地区の砂漠

化を防止するうえで、最も重要であるという前提で組み立てられるが、この地区には、稲作

や綿花栽培といった、農家も存在し、それらの農業収入は相対的に大きく、地区全体の計画

立案のうえから忘れてはならない。しかし、地区全体の砂漠化防止を考えれば、牧畜と農耕

によって、自給自足的に生計を営んでいる農村に一番の焦点をあてるべきと考える。 

 

 (4) マリ国はJICA事務所がなく、かつ調査対象地域は広大で交通の便もかならずしもよくない

ところであり、また衛生状況は極めて劣悪である。本格調査団の安全対策には十分な注意を

はらうべきである。 

 

５－２ 農業農村基盤 

 ５－２－１ 実施機関の状況 

  (1) 水利局の状況 

    マリ国の状況は、自国予算を人件費や役所の運営管理経費に充てており、投資予算は、

二国間・国際機関・世銀等の援助によるプロジェクトに頼っている状況である。したがっ

て、水利局においても、独自の事業制度というものはなく、外国等の援助がある個々のプ

ロジェクトを実施することで国内の農村及び都市の水利施設（井戸、ため池などを含む）

の整備を行っている。 

 したがって、マリ国政府の投資予算を主たる財源とするようなＭ／Ｐは意味がない。む

しろ、マリ国政府は農民（村民）が自ら実施できる簡易な技術を主とした総合対策をモデ

ル的に実施し、展示・普及することにより、農民自らが実施する砂漠化防止技術を広める

ことを望んでいる。 

 

  (2) 他機関との協力 

    水利局によれば、これまでも各種の外国等からの援助を受けて行うプロジェクトの場合、

関係各局（省を越えて）の関係を必要に応じているので、今回のプロジェクトに関しても、

農村社会支援局・農村整備設備局、農村経済研究所、自然保護局、保健省、教育省、公共

事業省などの協力を得て、プロジェクトを進めたいと考えている。 

 実際、地方レベルにおいては、緑資源公団の砂漠化防止調査のために関係各局の地方事

務所からなる協力関係を構築しており、実際に各局地方事務所の担当が実務レベルの協力
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を行っているとのことであり、今回のプロジェクトにおいてもそれと同様の協力関係の枠

組みを考えているものと思われる。したがって、そのような枠組みを大きく変更するもの

でない限り、関係各局の地方事務所レベルでの実務的な協力関係を保ちながら調査を進め

ることが可能と思われる。 

 

 ５－２－２ マスタープラン（Ｍ／Ｐ）の策定 

  (1) 基本方針 

    Ｍ／Ｐの目標年次は、実施期間を約10年とし2010年とすることが妥当であろう。 

 また、Ｍ／Ｐは、「セグー地方南部を砂漠化防止の防波堤として考え、この地域全体の農

牧林業の均衡ある発展が砂漠化防止の基本的対処方針である。」との認識を前提として進め

るべきであると思われる。外務・在外マリ人省国際協力局のTRAORE局長が「マリ国の砂

漠化防止対策として特にマリ国の中央と南部に力を入れる必要がある。これは、南部の農

業が国を支える原動力となっており、南部地域で砂漠化が進めば、マリ国におけるこれま

でのすべての努力が無に帰する。」と述べており、今回の調査団の認識と一致しているもの

と思われる。 

 このような地域の重要性にかんがみ、セグー地方のうちニジェール川の南側（セグー地

方南部）のすべての農村、農業を対象とし、この地域にある綿花地帯、ニジェール川沿岸

の水田地帯を含めたセグー地方南部全体（350万ha）を対象とすることとすることとしたも

のであるが、綿花地帯及びニジェール川沿岸の水田地帯は、比較的農業生産の近代化が進

んでおり、各種の農業施策も実施され一定の成果を得ていると推定されるため、今回の砂

漠化防止計画上対策を講じるべき優先度の高い地域として、セグー地方南部の大半を占め

ている天水地域、ワジ地域に焦点を当て、より濃密な具体的対応策をＭ／Ｐに盛り込むこ

とが必要である。その内容としては、天水地域、ワジ地域の小規模な農家を対象として、

適正な農業技術による農業生産の向上及び農村生活の改善等による地域住民の定住化、生

活の安定及び持続的な農業の実現のための計画を策定する。 

 また、Ｍ／Ｐの策定にあたっては、セグー地方南部における農業だけでなく、牧畜・林

業との関係を十分に調査・検討する必要がある。 

 なお、今回の開発調査では、個々の対策は農民が主たる実行者となり実施するものであ

ることから、Ｆ／Ｓは行わず、Ｍ／Ｐの策定による砂漠化防止対策の普及目標の設定と実

証調査による砂漠化防止対策の確立と普及に係る技術協力を内容とした開発調査とするこ

とが妥当と思われる。 
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  (2) 綿花地帯及びニジェール川沿岸水田地帯 

    年間降雨量に恵まれている調査対象地区の南部地域では、綿花栽培が盛んであり、また、

調査地区の北側の境界となるニジェール川の沿岸部においては、水田における水稲栽培が

盛んであるとされている。 

 綿花に関しては、CMDT（マリ繊維会社）が全国的に買い上げを行っており、水田に関

しては、Office du Nigerが主として集荷を行っているとのことである。 

 これらの主生産地域では、農民組織の形成も進んでおり、農民は農業開発銀行からの融

資なども受けている。 

 これらの地域については、国の各機関やCMDTやOffice du Nigerの調査データや各種の統

計資料もあり、これらをもとに今後の開発計画を策定することが可能と考えられる。 

 なお、水田地帯については、かんがい施設の整備が進んでいる地域もあるが、維持管理

上の問題や施設の改修の必要があるものなどが多い（バマコ周辺のBagineda地区でみた幹

線水路の例でも大規模な水路堤の決壊がみられた）と考えられ、新たなかんがい施設の整

備に関する検討と併せて、施設のリハビリの検討を行う必要があろう。 

 

  (3) 一般地域（天水農業地域、ワジ地域） 

    ここで一般地域としているのは、台地にある天水農業地域とニジェール川支流のバニ川

周辺及び中小支流の氾濫原などのワジ地域である。 

 これらの地域の農業は、国民の食料さえ確保できていない状況からも、穀物を中心とし

た食料の自給自足がまず最優先の課題となっており、個々の農家は貧しい生活を強いられ

ている。また、水資源が乏しく、農業生産のための水はもとより、家畜の飲み水や生活用

水の確保もままならない状況である。 

 一方で、人口増加に伴い、農地・放牧地の不足、休耕期間の減少や土壌浸食による表土

の劣化とこれに伴う収量の減少などの問題も生じている。これに少雨傾向が加わり、砂漠

化の危険に晒されている地域として最も緊急的に対策が必要な地域で、砂漠化防止のフロ

ント・エリアとしてこの地域の農牧林業の均衡を保つ対策が望まれている。 

 この地域での対策を講じるうえで、次の点に留意する必要がある。 

    1）対策を講じる対象は村落単位 

     この地域の土地は、自然発生的に形成された村落を単位に管理されている。 

 具体的には、村落の長が村を形成する各家族（UPA：農業生産単位）に村の土地を配

分し、これを世襲させている。また、村の共有地は、主として牧畜または村の森林（薪

炭林）として活用されている。これらの村の土地全体を村のテロワールと呼んでいる。 

 マリ国側の説明によれば、この土地の管理は、行政上の区分や法律上の取り扱いとは
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異なるもので、伝統的・慣習的な土地の管理形態であるとのことである。しかし、マリ

国政府もこのような土地の伝統的・慣習的管理形態を尊重しており、砂漠化防止におい

ても村の自主的な活動を促進し進めることを望んでいる。 

 したがって、今回の開発調査においても、村を単位とした対策の組合せを検討し、こ

れを調査対象地域の各村に適用するという考え方でＭ／Ｐを作成することが必要であ

る。 

 現在、セグー地方には約2,200の村が存在するが、調査対象地域には、その過半の村

が存在するものと推定される。 

 これらの村を自然・社会・経済的条件から区分（例えばワジ地域のtype１とか、天水

地域のtype３といった具合に）し、それぞれの区分に対し対策の組合せを作るという方

法が想定される。したがって、村の位置や規模の調査し、さらに簡易な社会経済調査を

できるだけ多くの村を対象として実施することが好ましい。 

    2）Ｍ／Ｐの策定プロセス 

     一般地域のＭ／Ｐの策定プロセスは次のようにすることが望ましい。 

    ① 大きくワジ地域と天水地域に分けて、その対策の組合せを概定する。 

    ② 実証調査を実施し、農民の参加のもとに、①で定めた対策について、農民の意向を

把握し、理解の得られたものを実施する。 

    ③ 農民の意向と対策の結果を踏まえ、実証調査の結果を評価するとともに、必要な対

策をさらに検討し、実証地区をモデル的な地区として形成する。 

    ④ 効果が確認された対策を主たる内容とする総合的対策をこれを他の村に適用するこ

ととして、社会経済調査による村の区分ごとに総合対策の内容を検討し、全体の

Ｍ／Ｐをまとめる。 

     なお、マリ国政府の実態を考慮すると、受益農民の自助努力を中心としたＭ／Ｐを策

定することが必要であるが、そのなかにあっても中央政府と地方政府が支援すべき内容

（たとえば、栽培技術に関していえば、中央政府は試験研究等技術開発に関して責任を

もち、地方政府はその技術の普及に関して責任をもつ）について明らかにする必要があ

ると思われる。 

    3）Ｍ／Ｐにおける対策の考え方 

     マリ国政府の砂漠化防止の基本方針が村の人々の自主的な活動によることとしている

ことから、対策は、農民が自らの手で実施できる簡易なものを主とすることが望まれる。

これは、たとえば、村周辺で確保できる材料を使った石積みコンターテラスの設置、粗

朶やローカルの植生を使った生垣によるリル、ガリの防止柵、日干し煉瓦を使った鶏

舎・穀物貯蔵庫である。 
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 ただし、これらの活動を補完するものとして、井戸の設置・改修、小規模なため池と

浅井戸の設置による簡易なかんがい方法、テロワール管理・教育・保健衛生の拠点とし

ての集会所の設置、土壌改良資材や化学肥料の供与、優良品種の種子配布や植林用の苗

木の配布などをメニューとすることが考えられる。 

 また、実証調査によるモデル地区の対策を普及するためのキャラバン隊の設置とその

機材の供与、種子・苗木センターの設置、チンザナ農業研究所などを利用した農民研修

施設の設置などの協力を含めることも考えられる対策である。 

    4）その他の留意事項 

     土壌・水保全が重要な対策の要素であるが、Erosion Controlに関する対策を行うとと

もに、農地の肥沃化と土壌構造の改善を行うことが求められる。このため、牧畜を利用

した堆肥の施用とともに次のような改良も含めた土壌改良の対策を検討する。これは、

収量増加による農民の砂漠化防止対策への積極的取り組みを促すためにも重要な検討

要素と考える。 

    ① 化学肥料の投入による収量の増加と安定 

② 収穫時の残渣を鋤き込み、Green Manureとして利用（土壌改良） 

    ③ 化学肥料の投入量を同一圃区では毎年減少させる計画を策定 

      有機物の施用と併せたこのような土壌改良計画を策定するために、土壌肥料の専門

家を団員に配置し、大まかな土壌改良の計画をつくる必要があると思われる。 

 

 ５－２－３ 実証調査 

  (1) 調査地区選定の方針 

    実証調査の地区選定及び調査内容は、マリ国側が高く評価している緑資源公団の実証調

査の手法が参考になると思われる。 

 また、緑資源公団のほか、笹川グローバル2000などの活動も近くで行われているので、

このような活動も参考とするのがよいと思われる。 

 いずれにせよ、このような総合的な対策が高く評価されていることは間違いなく、この

ような調査を土台として、引き継ぐようなことを考えることも必要と思われる。 

 調査地区は、次のような基準に沿って選定される必要がある。 

    1）数個（５～10）の村を１地区とし、数地区（２～３地区）を選定 

     １つの村では、特殊性の影響が大きくなるため、同一の地域で数個の村を１地区とし

て選ぶ。天水地域やワジ地域などのカテゴリーを考慮し、２～３地区を対象とする。 

    2）地域の代表的な村を選ぶ 

     天水地域やワジ地域など地域によって村の状況が明確に異なる場合、それらの大まか
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なカテゴリーに分けて対象地区を選定する。 

 規模なども大きな村や小さな村だけに偏らないよう選定する。 

    3）宿泊地からの交通の便のよいところを選ぶ 

     調査の効率、安全の確保の観点から宿泊地からの交通の便のよいところに選ぶ必要が

ある。これは、将来モデル地区としての展示性を考慮しても重要な要素である。とくに

幹線道路からの距離について配慮する必要がある。 

    4）積極的な農民がいる村を選ぶ 

     一般に農民は危険を避けるために新たな取り組みに積極的でない場合もある。できる

だけ、積極的な参加が期待できる村を選定する。 

 

  (2) 対策の組み方 

    次のような点に留意して対策を検討することが必要である。 

    1）プログラムとしては農牧林業対策として、農地保全と保全農法（erosion control and 

water harvesting）、土壌改良（soil improvement）、優良品種の導入、畜産部門における施

設〔牧柵（パルカージュ）、鶏舎、堆肥場（cow done, chicken done）〕の導入、農地保全

を兼ねた植林（できれば家畜飼料など多目的に利用できる樹種を選定）、野菜づくりな

どを中心とする。 

    2）生活改善としては、インフラとして井戸の掘削、集会所の設置（テロワール管理の拠

点）、粉挽き機の導入を中心に行う。 

    3）ため池の設置も考えられるが、マラリアの増加などの問題を起こす可能性もあり、場

所の選定が問題となるため、慎重に進める必要がある。必ずしも村に１ヶ所設ける必要

はない。堰堤が必要となる場合は、広い地域への普及を考慮すると費用面の問題もある。

むしろ、現状で雨期に水が溜まる場所を乾期に掘削して容量を増加し、周囲にDiversion

等を築いて、土砂の流入を防止するなどが現実的である。 

    4）農作物の品種選定にあたっては、雨期の長さや降雨量にできるだけ左右されないもの

として、生育期間の短い品種を選定し、収量の安定を図る。 

    5）井戸の設置の必要性が高いと思われるが、乾期において、事前に簡易電気探査などの

調査を実施することが必要である。 

    6）医療衛生や教育の問題は重要な問題であるが、施設や住民の努力だけでなく、医者・

看護婦・教師など専門性の高い人間の地方への配置という大きな問題を解消する施策が

必要となるため、今回の実証調査の課題からは切り離すべきと考える。ただし、重要な

課題であるため、開発調査のなかで現状分析を行い、提言すべき内容と考える。 

    7）個々の対策を個別に説明するのではなく、いくつかの対策をパッケージにして、その
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関連性を明らかにすることで、総合対策の内容を相乗的なものとして説明する必要性が

ある。例としては、優良品種による収量増、肥料や有機質の補給対策を含む土壌改良計

画、改良する土壌の流亡防止対策及び水分維持対策。あるいは、女性の重労働（水汲み、

粉挽き）、井戸の掘削や粉挽き機の導入、施設や機械の維持管理費、野菜づくり等換金

作物導入と女性の労働力活用（重労働からの開放と現金収入の増加）。 

    8）実証調査地区では、収量増加を図るために、初期の土壌条件を把握し、土壌改良計画

を策定し、その実施経過を確認しながら、さらに肥料や改良資材の投入量の検討を行う

必要があると思われる。 

 

  (3) 調査期間について 

    この地域の雨期は５～10月であるとされ、農業はこの期間を１つのサイクルとして行わ

れており、主要作物の作付けは、５～６月に行われる。 

 今回の開発調査の暫定的なスケジュールでは、2000年の３月から実施調査を開始し、約

2.5年で実施する予定である。調査開始後、実証調査地区の選定、農民との話合いを含めた

実証調査の計画策定、資機材の供与、簡単な施設（インフラ）整備などの準備作業を考え

ると、１年目の主要作物の作付けに間に合わせることは困難と思われる。 

 １年目においては、このような時間的な制約もあり、実証調査地区の新たな技術導入に

ついてはかなり限定されると考えられ、むしろ、選定地区の計画策定・農民参加の施設整

備等の準備作業を行いながら、現状の把握を中心にすべきではないかと思われる。これは、

評価段階において重要な比較材料となる。 

 その後、実施調査は、２年目１年間では、試行錯誤や農民への技術移転的側面が強く、

また、気象等の不確定要素により、よい結果が得られない場合も十分想定されることから、

最低２年間（できれば３年間が望ましい）が必要と考えられる。 

 したがって、その後の最終取りまとめの期間を同様とすれば、約４年間は調査期間とし

て最低確保する必要があると思われ、現在の暫定的なスケジュールを延長する必要が高い

と考えられる。 

 なお、現時点では調査地区が未選定であることから、Ｓ／Ｗにおける暫定的スケジュー

ルは28ヶ月の調査期間とし、開発調査開始直後の実証地区の選定を行った時点で、再度ス

ケジュールの検討を行い、必要に応じて延長できるようにすることが望ましい。 

 

 ５－２－４ 実証調査成果の普及 

  実証調査を成功に導き、これを効率的に普及することが、Ｍ／Ｐの実現にあたって重要と考

えるが、このため、次のような点に留意する必要があると思われる。 
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   1）水利局での聞き取りからも、マリ国政府は自分で事業制度をつくり、自国の資金で事業

を実施することが難しい状況である。このため、砂漠化防止のＭ／Ｐをつくるのであれば、

多くの集落（セグー地方南部でおおむね1,300の村がある）に実証調査の成果を適用可能に

するため、基本的には農民が自らの労力や技術で実施可能な簡易な対策をコンポーネント

とする必要がある。 

   2）これに、JICAの無償資金協力等で、各集落で実施可能な比較的規模の小さな井戸やため

池の建設、肥料や種子の配布、さらに地域レベルの種子センターや農民研修センターの形

成、テロワール管理活動を普及するためのキャラバントラックの供与を加えていくような

施策が必要と思われる。 

   3）問題点の把握から、対策の決定、対策の実施にいたるまで、農民との話し合い活動を十

分実施し、農民の理解を前提とした効率的な対策を講じる必要があるが、これらの農民参

加のプロセス（手法）自身が砂漠化防止の非常に重要なものである。その手法の実務的な

内容として、農民との話し合い活動、対策の実施状況、得られた成果や農民の喜びの声・

表情をビデオなどで記録し、Ｍ／Ｐを実現するために必要な技術の普及の中心的な教材と

することが望ましい。 

 

５－３ 農業 

 今回の事前調査において、本格調査の実施にあたり、次のようなことを留意する必要があると

考えられる。 

  1）マリ国の実情を考えると受益農民の自助努力を中心とした計画を策定する必要があり、農

民が積極的に持続的に参画していくためにも、計画策定の当初の段階から農民の参画を促し

ていくことが必要である。 

  2）水資源の乏しい地域においては、住民の食料さえも確保できていない状況からも、ミレッ

ト等の穀物を中心とした食料自給を最優先に考える必要がある。 

  3）中央政府と地方政府が支援すべき政府と地方政府が支援すべき内容（たとえば、栽培技術

に関していえば、中央政府は試験研究等農業技術開発に関して責任を持ち、地方政府はその

技術の普及に関して責任を持つなど）についてを明確にする必要がある。 

  4）小規模なかんがいによる換金作物の導入（たとえばため池の近くで、野菜等導入するなど）

するなど、雨期の限られた水資源の有効利用の点からも検討が必要である。また、これと関

連して、周辺の村を含めたコミュニティーの形成や農民組織の形成の可能性についても検討

が必要であるとともに、既存の村落協会や協同組合等についても活動が不明な点も多いこと

から、十分に状況を把握しておく必要がある。 

  5）なお、農民の組織化の検討にあたっては、組織の運営等について既存のＮＧＯ等の連携も
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考慮する必要がある。 

  6）乾燥地域においては、天候の変動が激しいことからも、旱魃に対する食料供給保障対策と

して、村ごとの穀物備蓄対策、穀物銀行等の設置の検討も必要である。なお、食料貯蔵対策

は公的レベル、村レベルでの検討が必要である。 

  7）適切な種子の品種の利用の面からも種子の配付・供給体制についての検討が必要である。 

  8）アグロフォレストリーの導入の検討も必要である。なお、マリ国内、あるいは周辺諸国で

栽培されている有望樹種の情報収集も必要である。 

  9）農薬の利用については、環境の面からも、農家の経済状況からも考えると難しいことから、

過度に農薬に頼らない総合的防除（IPM）の検討（たとえば天敵利用、耐病性品種の導入等）

の検討も必要である。 

 10）家畜飼料確保の対策として、作物の栽培において、有望な飼料作物品種の情報収集、飼料

作物の導入、収穫後の茎葉等の活用を含めた形での検討も必要である。 

 11）牧畜に関しては、疫病問題とその対策についての情報収集をまず行い、必要に応じて農民

レベルで対応可能な対策を検討する必要がある。 

 12）女性対策として、水くみ、薪拾い、粉挽き作業等の過重労働から解放するため、井戸の設

置、農地周辺の土壌侵食防止対策を兼ねた植林、粉挽き機の導入を検討するとともに、その

対策により生じる時間を鶏、アヒル、養蜂、野菜作り等の換金産物の生産に振り向けること

も有効と思われる。 

 13）なお、野菜栽培については、バマコ近くのバギンダ地区のかんがい水路わきで小規模の野

菜栽培が行われているが、その栽培方法等参考になるとものと考える。 

 14）植林においては、樹種は食料、飼料、建築資材、燃料、土壌改良等の機能を持ち合わせた

ものが望ましく、樹種の選定にあたっては、マリ国及び周辺国の既存の樹種を対象に検討が

必要である。 

 15）実証調査の内容については、地域住民の意向もふまえ、優先度の高いものを選定する。な

お、農作物の選定にあたっては、雨期の長さや降雨量にできるだけ左右されないものとして、

生育期間の短い品種の選定により、収量の安定を図ることも必要である。また、農地の土壌

条件を把握し、栽培作物に合わせた土壌改良方策を立て、実証を行いつつ現場に合った土壌

改良方法を検討するとともに、肥料や有機質、改良資材等の投入量の検討が必要である。そ

れに加えて、豆科作物を含む輪作体系の導入による土壌肥沃化対策の検討を実施するととも

に、土壌侵食防止対策として、等高線栽培、間作、混作、牧草を組み入れた栽培体系の導入

の検討も必要である。 

 





  

 

 

 

 

資     料 
 
 
  

１．要請書（Ｔ／Ｒ） 
 
 (1) 和文 
 
 (2) 仏文 
 
２．実施細則（Ｓ／Ｗ） 
 
 (1) 英文 
 
 (2) 仏文 
 
３．協議議事録（Ｍ／Ｍ） 
 
 (1) 英文 
 
 (2) 仏文 
 
４．資料収集リスト 

 

 





 

－ 43－

資料１．要請書（Ｔ／Ｒ） 

(1) 和文 

 

表紙 

   調査標準モデル 

 

   日本政府の技術協力（開発研究）請願書 

 

   １．計画の概要 

    (1) 計画名 

      ≪セグー地方南部砂漠化防止計画作成のための調査≫ 

 

    (2) 場所（現場地図を添付して下さい。） 

      マリの第４行政地方（cf. 後掲地図） 

 

    (3) 実施機関 

     ・機関名：水理・エネルギー局、河川水理・開発局 

 

     ・機関の職員数（カテゴリーによる） 

      技師 カテゴリーＡ 10人 

      特殊技師者 カテゴリーＢ 20人 

      現場監督 カテゴリーＣ 10人 

 

     ・機関は割り当てられる予算 

      年に三千万CFAフラン。 

 

     ・組織構成 

      DNHE（水利・エネルギー局）局長 

      副局長 

      河川水利・開発局長 

      河川開発課長 

      水利研究課長 
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    (4) 計画の正当化 

     ・この領域の現在の状況 

      広大な国で海岸地帯のないマリ国の経済は、本質的に農業と牧畜に基づいており、

これらは人口の80％を占めている。その経済は、サヘルで猛威を振るい続けている

恒常的な乾燥によって示されたように、天候の予測し難い動きに強く依存している。

こうした状況によってマリ国は、次のような３つの基本方針に基づいて経済・社会

的開発政策をとることとした。 

      ＊ 自給自足と食物の安全性 

      ＊ 国のエネルギー資源の開発 

      ＊ 砂漠化防止 

      こうした選択のすべては、本質的に水資源の確保にその命運がかかっている。 

 

     ・中央／地方政府によって、この領域の開発のために実施される政策 

      その水資源を活用するために、マリ国はPNUD（国連開発計画）の援助によって、

援助協力の一般的枠組みを成す「基本方針」（1992～2010）を作成した。この方針

のねらいは、国内のあらゆる水資源を組織化、合理的に開発し、国民の基本的な要

求を満たし、乾燥と砂漠化防止にある。 

 

     ・この領域において解決すべき問題 

      ＊ 人間とすべての家畜への水の供給 

      ＊ かんがい農業と牧畜の発展 

      ＊ 環境保護と維持 

 

     ・計画の概要 

      ＊ 農業、牧畜の発展と環境保存に貢献するように土壌肥沃化の研究 

      ＊ 土地浸食と森林地帯荒廃阻止の技術、水資源活用による土地開発の簡易な技術

の研究と開発 

      ＊ 農民の育成、情報伝達、諸問題への関心喚起とアピール 

      ＊ 結果の周知徹底 

 

     ・計画の短期的目的 

      ＊ 土壌肥沃化の研究 

      ＊ 土地浸食と森林地帯荒廃防止の技術、領土開発の技術の研究と開発。育成、情
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報、関心喚起 

 

     ・計画の長期的目標 

      ＊ 乾燥と砂漠化防止 

      ＊ 農業と牧畜の発展 

      ＊ 環境保存 

      ＊ 農村の発展 

 

     ・計画の受益者 

      マリの人口の80％以上を占める農民。 

 

     ・国家開発計画あるいは公共投資計画におけるこの計画の優先度 

      この計画が何よりも優先する。 

 

    (5) 計画開発希望時期あるいは予定時期 

      1999年第２四半期 

 

    (6) 予定の資金調達先そして／あるいは援助先（外国からの資金も含む） 

     ＊ マリの国家予算 

     ＊ 日本の援助 

 

    (7) もしあれば、他の同様な計画 

      セグー地方砂漠化防止技術開発のためのテスト研究 

 

   ２．提示された研究の調査事項 

    (1) 研究の必要性／正当化 

      資金調達を容易にするために必要な、実現可能性をさぐる研究 

 

    (2) 日本の技術協力の必要性／正当化 

     ・農村の統合的開発に関する日本の豊富な経験 

     ・マリ／日本の大変良い協力関係 

 

    (3) 研究の目的：次のような研究の実行可能性 
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     ・農業、牧畜の発展と環境保存に貢献するような土壌肥沃化の研究 

     ・土地浸食と森林地帯荒廃防止の技術、水資源活用による土地開発の簡易な技術の研

究と開発 

 

    (4) 計画の対象となる地域 

      セグー地方：セグーと部分的にケ・マキナ地区、バルエリ地区、ブラそしてトミニ

アン全体とする 

計画の対象となる地域の面積は約35,000平方キロメートル 

 

    (5) 研究範囲 

      計画実行のためには大変広い 

 

    (6) 研究計画 

     ・現場の状態に関する入手可能なデータ収集（４ヶ月） 

     ・活動の指導／探究のための場所の選別（１ヶ月） 

     ・計画の実現可能性の研究（２ヶ月） 

 

    (7) 研究の主な期待されている結果 

     ・計画の実現可能性書類 

 

    (8) もしあれば、研究申請が出された他の援助機関 

     ・なし 

 

    (9) もしあれば、他の付随情報 

     ・なし 

 

   ３．研究を引き受けるチームに関する能力と情報など 

    (1) 研究実施機関のスタッフ構成 

     ・水力技師 １人 

     ・農業技師 １人 

     ・河川・森林技師 １人 

     ・農業工学技師 １人 

     ・社会・経済学技師 １人 



 

－ 47－

     ・牧畜技師 １人 

 

    (2) 研究に関する入手可能な情報、資料、地図など（一覧表を添付して下さい） 

     ・20万分の１の計画区域地図 

     ・航空写真（区域のいくつかの部分をカバーしているもの） 

 

    (3) 研究対象の領土における安全性に関する情報 

      研究区域は完全に安全である。 

 

   ４．関連する全体的問題（環境、開発における女性の役割、貧困など） 

    (1) もしあれば、計画における環境の構成要素（例えば、公害の抑制、水の供給、下水

道、環境管理、植林、生物多様性保全） 

     ・住民と家畜の要求を満たし、農業を発展させるための給水拠点の設置 

     ・土地の浸食阻止 

     ・森林地帯の荒廃阻止 

     ・植林と荒廃した牧草地の再生 

     ・様々な開発 

 

    (2) もしあれば、計画による環境（自然的と同時に社会的な）へ予想される影響 

     ・集約・統合農業／牧畜による環境保護 

     ・村の森林管理促進 

     ・地上と地下の給水拠点の開発 

 

    (3) 女性は第一の受益者となるだろうか？ 

      一般的な天然資源の利用そして、特に薪や木炭の利用において大変重要な役割を果

たす女性にとって、計画は大変有益となるだろう。 

 

    (4) 女性にとって特に考慮が必要な計画の構成要素（例えば、男女間の差異、女性の特

別な役割、女性の参加）。もしあれば： 

     なし 

 

    (5) もしあれば、計画による女性への予想される影響 

     ・収入の増加と収入源の多様化（かんがい栽培、野菜栽培、家畜飼育、牛などの飼育等） 
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     ・食物と健康状態の改善 

     ・女性組織の発展 

 

    (6) もしあれば、貧困の後退に関係する、計画のもつ要素 

     ・農業、牧畜の生産物の多様化と集約化により食物のよりよい安全性が確保され、貧

困が減少する 

     ・複数の交互的な収入源が作られ、環境を保護する 

 

    (7) 低収入の住民に対して、計画によって引き起こされる障害 

      なし 

 

   ５．受益者としての政府の誓約 

     研究のすみやかな展開と効率を高めるために、受益者たる政府は次のような事項に必

要な対策をとることを誓約する。 

 

    (1) 研究を引き受けるチームの安全を保証すること。 

 

    (2) そのチームのメンバーが、任務遂行のため（受益者国に）出入国し滞在できること、

また外国人登録と領事費を免除すること。 

 

    (3) チームに対して、諸税、関税、そして設備、機器あるいは研究遂行のために運び入

れ（受益者国から）運び出す他の機材に課せられるあらゆる税を免除すること。 

 

    (4) チームに対して、所得税そして、研究遂行に係わる任務に対してチームのメンバー

に支払われる報酬あるいは手当へ課せられるあらゆる種類の税を免除すること。 

 

    (5) 研究遂行のため日本から（受益者国に）出される振り込み、あるいは資金の利用の

ために、チームに必要な便宜をはかること。 

 

    (6) 研究遂行のために、私有地あるいは進入禁止空間に入る許可を保証すること。 

 

    (7) 研究に関して必要なあらゆる情報、資料、資材を（受益者国で）収集し、それらを

日本へ持ち帰ることをチームに許可すること。 
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    (8) 必要な場合、医療を提供すること。費用はチームのメンバーによって支払われるで

あろう。 

 

    (9) （受益者国の）政府、研究遂行中の任務達成に起因する、あるいは任務達成してい

る最中の、あるいはともかく任務達成にかかわる、日本チームのメンバーの１人、ま

たは数人に対する苦情があれば、それを責任をもって処理すること。しかし、そうし

た苦情が、チームメンバーの重大な不注意、あるいは意図的な不品行に由来する場合

は除く。 

 

    (10) （実施機関は）日本研究チームと同等な機関として、そして同時に、研究の円滑な

遂行のために、他の関係する政府組織あるいは非政府組織とかかわる調整機関として

も行動すること。 

 （受益者国の）政府は、この請願書に述べられた条項が、日本研究チームによる開

発研究の円滑な進展のために保証されることを請け合う。 

 

     署名： 

     マハマドゥ・シディブ 

     職名：水利・エネルギー局長 

     政府名：マリ共和国 

     日付：1998年９月１日 
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        添布図の説明 

     １．気候上の地域 

     ２．南スーダン地帯 

     ３．北スーダン地帯 

     ４．サヘル地帯 

     ５．南サハラ地帯 

     ６．内部デルタ地帯 

     ７．テッサリ 

     ８．ガオ 

     ９．モプティ 

     10．セゴ 

     11．バマコ 

     12．シカッソ 

     13．縮尺 

     14．カエス 

 







































































 

－ 85－

 

 

資料４．収集資料リスト 

 

１．Schema directeur du secteur developpement rural Volume1 Strategie Generale 

    農村開発分野のマスタープラン １巻 一般戦略 

 

２．Schema directeur du secteur developpement rural Volume2 Strategies de developpement（表紙のみ） 

    農村開発分野のマスタープラン ２巻 開発戦略 

 

３．Schema directeur du secteur developpement rural Volume3 Plan daction（表紙のみ） 

    （農村インフラ（水と衛生）国家計画） 

 

４．Programme national dinfrastructures rurales composante eau et assainnissement B.R.E.E.S.S.Sarl 

    水と下水に関する農村インフラ国家計画 

 

５．Fixant les conditions de gestion des ressources forestieres 

    木の利用・運搬マーケティングに関する法律 

 

６．Portant organisation de l`exploitation, du transport et du commerce du bois 

    森林資源管理条件を取り決めた法律 

 

７．Organigramme du M.D.R.E. 

    農村開発・水省の組織図 

 

８．Rapport annual dactivites 1997 

    1997年度活動年次報告書 

  Diagnostic de la problematique environnementale de la zone de letude JALDA 

    JALDA調査地域環境問題分析 

 

９．Etude pour le developpement des techniques de lutte contre la desertification 

    砂漠化防止技術開発研究 

  Diagnostic de la degradation des ressources naturelles dans la region de Segou JALDA 

    JALDAセグー地方における天然資源劣化分析 
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10．Plan strategique de la recherche agricole 1995-2000 CRRA de NIONO 

    1995年から2000年の農業調査戦略計画 

 

11．Projet dappui aux services agricoles et aux organisations paysannes (PASAOP) 

    農業機関と農民組織支援計画 

  Appui  au reseau des chambres dagriculture du Mali et aux organizations proffessionelles agricoles 

    マリ農業会議所ネットワークと農業従事者組織に対する支援 

 

12．Projet dappui aux services agricoles et aux organisations paysannes (PASAOP) 

  Esquisse de la composante "developpement institutionnel" 

 

13．Programme dappui aux services agricoles et aux organisations professionnelles Composante  

  recherche agricole, aout 1998 

    組織開発に関するアウトライン 

 

14．Rappot devaluation du programme dappui aux services agricoles et organisation 

  paysannes, Composatne, aout 1998 

    農業機関と職業組織に対する支援計画 

    1998年８月、農業調査 

 

15．Mali profil de la pauvrete,  Ministere de l`economie des finances et du plan Septeｍbre 1993 

 

16．Enquete agricole de conjoncture,  Resultas definitifs de la campagne 1997/1998 

 

17．Enquete sur les depenses des menages de Bamako, Ministere de l`economie du  

  plan et de l`Integration,  Avril-Juillet 1996 

 

18．Evaluation environnementale du projet potable et assainissement dans le cadre du  

  pnir kayes –koulikoro-sikasso et segou,  Ministere du developpement  

  rural et de l`eau direction nationale de l`hydraulique 

 

19．気象データ（水利局からフロッピーディスクで入手） 

  日照時間（日データ） 1987～1996 
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  日蒸発量 1980～1986 

  相対湿度（Max、Min） 1967～1969 

      （最大、最小） 1980～1999 

  日雨量データ 1967～1999 

  日最高・最低気温 1967～1996 

  風速データ  1967～1996 
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